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開会 午前１１時００分 

    ◎開会宣言 

○議  長 みなさん、おはようございます。ただいまより、本日をもって招集されました、平成２

３年第１回 中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、１６名であります。 

 欠席の申し出は、佐光勉議員であります。遅刻の申し出はございませんが、１名の方が後ほどおい

でになることと思います。 

出席議員数が、定足数に達しておりますので、平成２３年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議

会定例会は、成立をいたしました。 

    

    ◎開議宣告 

○議  長 よって、これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１  会議録署名議員の指名 

○議  長 日程第１、会議録署名議員の指名をおこないます。 

会議録署名議員は、北谷議員、長谷川議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２  会期の決定 

○議  長 日程第２、会期の決定 を議題といたします。 

お諮りをいたします。今期定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

                  （異議なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

   ◎日程第 ３ 行政報告 

○議  長 日程第３、行政報告を行います。 

 行政報告を求めます。 

○広域連合長 はい。 

○議  長 はい、広域連合長。 

○広域連合長 おはようございます。議長のご承認をいただきましたので、行政報告をさせていただ

きますが、お手元に配付のとおりでございます。 

お目通しをいただきたいと存じますが、以下３点について口頭で補足をし、ご報告を申し上げたい

と思います。 

 １点目は、２月９日開催の連合会議についてでございますが、今議会に上程されます議案等につい
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て協議を行ったものでございます。 

２点目は、新焼却施設建設工事についてでございますが、昨年１２月２日の平成２２年第１回定例

会における工事請負契約締結の可決を受け、１２月３日に契約を締結し、現在請負業者であります日

立造船株式会社と設計協議等を進めているところでございます。 

 ３点目は、新焼却施設を建設する位置を決定するために必要な都市計画決定についてでございます

が、１月１３日付で歌志内市において決定されたところであります。 

 今後につきましても、新焼却施設の平成２５年４月供用開始を目標に、構成１４市町協調のもと適

切に進めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上行政報告といたします。 

○議  長 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 議案第１号 平成２３年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算 

○議  長 日程第４、議案第１号 平成２３年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。  

○事務局長 はい。 

○議  長 事務局長。 

○事務局長 おはようございます。ただいま上程されました、議案第１号、平成２３年度中・北空知

廃棄物処理広域連合一般会計予算につきましてご説明申し上げます。 

 １ページ目でございますが、第１条第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億７，８

６２万３千円と定めたいとするものでございます。 

 第２項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よるところでございます。 

 第２条、地方債、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２３０条第１項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債によ

るところでございます。 

 第３条、一時借入金、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２３５条の３第２項の規定に

より、一時借入金の借入れの最高額は、６億９，８００万円と定めたいとするものでございます。 

 ２ページ、３ページには、第１表歳入歳出予算でございますので、お目通し願います。 

 次に、４ページをお開き願います。  

                  （北畑議員入場し着席する） 

第２表、地方債でございますが、起債の目的は一般廃棄物処理事業債、限度額は７億４，１３０万円、

起債の方法は、普通貸借又は証券発行、利率は、４パーセント以内と定めたいとするものでございます。 

 ５ページから７ページは、歳入歳出予算事項別明細書の総括でございますので、お目通しをお願いい

たします。 
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 次に、歳出よりご説明いたしますので、１８ページ、１９ページをお開き願います。 

 １款、１項、１目議会費につきましては、５２万６千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、説明

欄記載のとおり、一般管理事務に要する経費といたしまして、技術主任者の報酬４０５万４千円、事務

所、公用車などの使用料及び賃借料１６９万５千円、職員給与関係費負担金３，４５３万２千円など、

４，４１７万２千円を計上したいとするものでございます。なお、技術主任者は、焼却施設建設工事を

施工するに当たり、電気主任技術者とボイラータービン主任技術者を選任する必要があることから、そ

れらの資格を有している者を嘱託職員として、２名採用するものでございます。 

 ２目公平委員会費につきましては、説明欄記載のとおり、滝川市ほか６組合公平委員会負担金といた

しまして、６千円を計上したいとするものであります。 

 次のページをお開き願います。２項選挙費、１目選挙管理委員会費につきましては、１５万５千円を、 

３項監査委員費、１目監査委員費につきましては、１３万６千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。３款衛生費、１項施設建設費、１目焼却施設建設費につきましては、

説明欄記載のとおり、焼却施設建設に要する経費といたしまして、検査等旅費、施設建設工事設計施工

監理委託、土壌汚染状況調査、施設建設工事及び構造物築造工事に係る旅費１００万円、委託料２，３

３２万７千円、工事請負費１１億９，４９７万２千円のあわせて１２億１，９２９万９千円を計上した

いとするものでございます。 

 ２項焼却施設費、１目運営管理費につきましては、説明欄記載のとおり、焼却施設の維持管理に要す

る経費といたしまして、歌志内市においてエコバレー歌志内から譲渡を受ける最終処分場が、譲渡後、

問題がなく使用できるか、維持管理ができるかどうかを確認するための最終処分場機能検査等を実施す

ることとしておりますので、その負担金８３０万６千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。４款、１項公債費、１目利子につきましては、説明欄記載のとおり、

地方債及び一時借入金利子といたしまして、５５２万３千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。５款、１項、１目予備費につきましては、５０万円を計上したいとす

るものでございます。 

 以上、歳出合計１２億７，８６２万３千円でございまして、焼却施設建設工事が本格的に始まります

ことから、平成２２年度当初予算と比較いたしまして、１１億６，９２０万８千円の増となっておりま

す。 

 続きまして、歳入についてご説明いたしますので、８ページ、９ページをお開き願います。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金、１目市町負担金は、１億５，２８９万２千円でございます。各

市町負担金は、予算総額１２億７，８６２万３千円より国庫支出金、地方債、繰越、諸収入を差し引い

たもので、各市町の負担金額は、説明欄記載のとおりでございます。各市町負担金でございますが、広

域連合運営に係る維持経費と、焼却施設建設に係る施設建設経費からなっており、維持経費につきまし

ては、前々年度までの過去３カ年平均のごみ量割により積算しております。また、施設建設経費つきま

しては、均等割１０パーセント、平成１９年から２１年までの３カ年平均のごみ量による固定ごみ量割
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９０パーセントにより積算しております。 

 次のページをお開き願います。２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目衛生費補助金、１節循環型社

会形成推進交付金でございますが、説明欄記載のとおり、交付対象事業費が１１億４，８７８万７千円

に対しまして、交付率３分の１でございますので、対象額の３億８，２９２万９千円を計上したいとす

るものでございます。 

 次のページをお開き願います。３款、１項、１目繰越金につきましては、１５０万円を計上したいと

するものでございます。 

 次のページをお開き願います。４款諸収入、１項、１目預金利子は、１，０００円でございます。２

項、１目雑入につきましても、１，０００円でございます。 

 次のページをお開き願います。５款、１項地方債、１目衛生債でございますが、説明欄記載のとおり、

一般廃棄物処理事業債といたしまして、７億４，１３０万円を計上したいとするものでございます。 

 以上、歳入合計１２億７，８６２万３千円を計上したいとするものでございます。 

 続きまして、３０ページ、３１ページをお開き願います。給与費明細書でございます。特別職、議員

と監査委員等その他の特別職の給与費の明細でございますが、平成２３年度は、２４名で、報酬５６万

７千円でございます。 

 ３２ページ、３３ページをお開き願います。債務負担行為で、平成２３年度以降にわたるものについ

ての平成２２年度末までの支出額または支出額の見込み、及び平成２３年度以降の支出予定額等に関す

る調書でございます。 

 一般廃棄物ごみ処理施設建設工事での債務負担行為の限度額は、５２億７，０００万円でございまし

て、２２年度末までの支出見込み額は５億１，５７１万８千円、平成２３年度末以降の支出予定額は４

０億９，０２９万６千円でございます。また、平成２３年度末以降の支出予定額の財源内訳は、記載の

とおりでございます。 

 ３４ページをお開き願います。地方債の平成２１年度末における現在高並びに平成２２年度末及び平

成２３年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。一般廃棄物処理事業債の平成２１年

度末における現在高は、０円でございます。平成２２年度末における現在高の見込み額は３億５，２０

０万円、平成２３年度末における現在高見込み額は、７億４，１３０万円増えまして１０億９，３３０

万円でございます。 

 以上、議案第１号の説明とさせていただきます。 

○議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 討論ございますか。 

（なしの声あり） 
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○議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

これより議案第１号を、採決をいたします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第１号は可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第２号 平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算 

（第２号） 

○議  長 日程第５、議案第２号 平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○事務局長 はい。 

○議  長 事務局長。 

○事務局長 ただいま上程されました、議案第２号、平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一

般会計補正予算につきましてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、国の循環型社会形成推進交付金が、昨年１０月と今年１月に追加内示がありましたこ

とと、平成２２年度の事業費が確定いたしましたことから、必要な予算額について補正することとした

ところでございます。 

 １ページ、第１条第１項でございますが、歳入歳出の総額にそれぞれ４，５８２万２千円を減額し、

予算の総額を６億２，９０２万９千円としたいとするものでございます。 

 第２項でございますが、補正後の歳入歳出予算の款、項の区分の金額は、第１表歳入歳出予算補正に

よるところでございます。  

 第２条は、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２１３条第１項の規定により、平成２２

年度予算を平成２３年度に繰り越して使用できる経費は、第２表繰越明許費によるところとするもので

ございます。 

 第３条は、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２３０条第１項の規定により債務を負担

させる地方債を、第３表地方債補正によるところとするものでございます。 

 ２ページから３ページは、第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 補正の内容につきましては、６ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていただ

きます。 

 続きまして、４ページをお開き願います。第２表、繰越明許費でございますが、平成２２年度予算を

平成２３年度に繰り越して使用できる経費といたしまして、３款衛生費、１項施設建設費のうち一般廃

棄物焼却処理施設建設事業につきまして、全ての事業を年度内に施工することが困難なことと、循環型

社会形成推進交付金の追加内示がありましたことから、４億８，１７１万９千円を繰越明許とするもの
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でございます。 

 第３表、地方債の補正でございますが、一般廃棄物処理事業債の限度額を３億９，２１０万円から４，

０１０万円減額して、３億５，２００万円に補正するものでございます。 

 次に、補正の内容でございますが、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳出からご説明申し上げま

すので、１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 ３款衛生費、１項施設建設費、１目焼却施設建設費でございますが、補正額４，５８２万２千円の減

につきましては、説明欄記載のとおり、焼却施設建設に要する経費の補正でございます。焼却施設建設

に要する経費につきましては、循環型社会形成推進交付金の追加内示があり、交付金対象事業が増とな

りましたが、今年度施工する建設工事におきまして、交付金の対象にならない事業が発生しなかったほ

か、入札減が生じたこと、建設予定地を無償で借り受けることができたこと、さらには、水道設備など

に対する補償費が生じなかったことなどによるもので、委託料６１万４千円、工事請負費４，２２０万

８千円、公有財産購入費２１０万円、補償補填及び賠償金９０万円、それぞれ執行残を補正するもので

ございます。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開き願います。１款分担金及び負担金、１項負担金、１目市町

負担金でございますが、補正額２，３１２万９千円の減でございます。市町負担金につきましては、交

付金対象事業に充当する額より、いわゆる単独事業に充当する額の方が多かったことから、単独事業の

減により減額することとし、９ページの説明欄記載のとおり、各市町に対して還付することといたしま

す。 

 次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目衛生費補助金でございますが、補正額１，７４０万７

千円を増につきましては、循環型社会形成推進交付金に係る歳入でございます。 

 次に、５款、１項地方債、１目衛生債でございますが、一般廃棄物処理事業債につきまして、交付金

対象事業の増と単独事業の減により、説明欄記載のとおり、通常債４，５３０万円の減、財源対策債５

２０万円の増となりまして、差し引き４，０１０万円の減でございます。 

 以上、歳入合計が４，５８２万２千円の減額となったところでございます。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。 

○議  長 説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 討論ございますか。 

（なしの声あり） 

○議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

これより議案第２号を、採決をいたします。本案を可決することにご異議ございませんか。 
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（なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第２号は、可決されました。 

 

◎ 日程第６ 議案第３号 中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃棄物処理施設 

に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一 

部を改正する条例 

○議  長 日程第６、議案第３号 中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃棄物処理施設

に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○事務局長 はい。 

○議  長 事務局長。 

○事務局長 ただいま上程されました、議案第３号、中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を一部改正する法律が、平成２２年５月１９日に公布され、政令

で定める日から施行されることとなっておりましたが、今般、法律の施行期日を平成２３年４月１日か

らとする政令が公布されたところでございます。この条例は、改正法において規定の追加による条項の

移動に伴い、必要となる条文中の文言整理を行うため、中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般

廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例を改正したいとするものでご

ざいます。 

 条例案の概要でございますが、次のページの新旧対照表によりご説明申し上げます。 

 第１条でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条項繰り下がりに伴う所要の文言整理

でございます。また、施行期日でございますが、附則におきまして、改正法の施行に合わせ、平成２３

年４月１日からとしたいとするものでございます。 

 以上、議案第３号の説明とさせていただきます。 

○議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 討論ございますか。 

（なしの声あり） 

○議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 
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これより議案第３号を、採決をいたします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第３号は、可決されました。 

 

◎ 日程第７ 報告第１号 監査報告について 

報告第２号 例月現金出納検査報告について 

○議  長 日程第７、報告第１号 監査報告について、報告第２号 例月現金出納検査報告につい

て、２件を一括議題といたします。 

 監査報告及び例月現金出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。 

これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第１号及び第２号の２件は、いずれも報告済みといたします。 

 

   ◎閉会宣告 

○議  長 本定例会に提案されました、議案の審議はすべて終了いたしました。 

 これにて、平成２３年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会を閉会いたします。 

 

午前１１時２９分 閉 会 
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開会 午前１１時００分 

    ◎開会宣言 

○議  長 みなさん、おはようございます。ただいまより、本日をもって招集されました、平成２

３年第１回 中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、１６名であります。 

 欠席の申し出は、佐光勉議員であります。遅刻の申し出はございませんが、１名の方が後ほどおい

でになることと思います。 

出席議員数が、定足数に達しておりますので、平成２３年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議

会定例会は、成立をいたしました。 

    

    ◎開議宣告 

○議  長 よって、これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１  会議録署名議員の指名 

○議  長 日程第１、会議録署名議員の指名をおこないます。 

会議録署名議員は、北谷議員、長谷川議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２  会期の決定 

○議  長 日程第２、会期の決定 を議題といたします。 

お諮りをいたします。今期定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

                  （異議なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

   ◎日程第 ３ 行政報告 

○議  長 日程第３、行政報告を行います。 

 行政報告を求めます。 

○広域連合長 はい。 

○議  長 はい、広域連合長。 

○広域連合長 おはようございます。議長のご承認をいただきましたので、行政報告をさせていただ

きますが、お手元に配付のとおりでございます。 

お目通しをいただきたいと存じますが、以下３点について口頭で補足をし、ご報告を申し上げたい

と思います。 

 １点目は、２月９日開催の連合会議についてでございますが、今議会に上程されます議案等につい
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て協議を行ったものでございます。 

２点目は、新焼却施設建設工事についてでございますが、昨年１２月２日の平成２２年第１回定例

会における工事請負契約締結の可決を受け、１２月３日に契約を締結し、現在請負業者であります日

立造船株式会社と設計協議等を進めているところでございます。 

 ３点目は、新焼却施設を建設する位置を決定するために必要な都市計画決定についてでございます

が、１月１３日付で歌志内市において決定されたところであります。 

 今後につきましても、新焼却施設の平成２５年４月供用開始を目標に、構成１４市町協調のもと適

切に進めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上行政報告といたします。 

○議  長 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 議案第１号 平成２３年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算 

○議  長 日程第４、議案第１号 平成２３年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。  

○事務局長 はい。 

○議  長 事務局長。 

○事務局長 おはようございます。ただいま上程されました、議案第１号、平成２３年度中・北空知

廃棄物処理広域連合一般会計予算につきましてご説明申し上げます。 

 １ページ目でございますが、第１条第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億７，８

６２万３千円と定めたいとするものでございます。 

 第２項におきまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よるところでございます。 

 第２条、地方債、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２３０条第１項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債によ

るところでございます。 

 第３条、一時借入金、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２３５条の３第２項の規定に

より、一時借入金の借入れの最高額は、６億９，８００万円と定めたいとするものでございます。 

 ２ページ、３ページには、第１表歳入歳出予算でございますので、お目通し願います。 

 次に、４ページをお開き願います。  

                  （北畑議員入場し着席する） 

第２表、地方債でございますが、起債の目的は一般廃棄物処理事業債、限度額は７億４，１３０万円、

起債の方法は、普通貸借又は証券発行、利率は、４パーセント以内と定めたいとするものでございます。 

 ５ページから７ページは、歳入歳出予算事項別明細書の総括でございますので、お目通しをお願いい

たします。 



- 5 - 

 

 次に、歳出よりご説明いたしますので、１８ページ、１９ページをお開き願います。 

 １款、１項、１目議会費につきましては、５２万６千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、説明

欄記載のとおり、一般管理事務に要する経費といたしまして、技術主任者の報酬４０５万４千円、事務

所、公用車などの使用料及び賃借料１６９万５千円、職員給与関係費負担金３，４５３万２千円など、

４，４１７万２千円を計上したいとするものでございます。なお、技術主任者は、焼却施設建設工事を

施工するに当たり、電気主任技術者とボイラータービン主任技術者を選任する必要があることから、そ

れらの資格を有している者を嘱託職員として、２名採用するものでございます。 

 ２目公平委員会費につきましては、説明欄記載のとおり、滝川市ほか６組合公平委員会負担金といた

しまして、６千円を計上したいとするものであります。 

 次のページをお開き願います。２項選挙費、１目選挙管理委員会費につきましては、１５万５千円を、 

３項監査委員費、１目監査委員費につきましては、１３万６千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。３款衛生費、１項施設建設費、１目焼却施設建設費につきましては、

説明欄記載のとおり、焼却施設建設に要する経費といたしまして、検査等旅費、施設建設工事設計施工

監理委託、土壌汚染状況調査、施設建設工事及び構造物築造工事に係る旅費１００万円、委託料２，３

３２万７千円、工事請負費１１億９，４９７万２千円のあわせて１２億１，９２９万９千円を計上した

いとするものでございます。 

 ２項焼却施設費、１目運営管理費につきましては、説明欄記載のとおり、焼却施設の維持管理に要す

る経費といたしまして、歌志内市においてエコバレー歌志内から譲渡を受ける最終処分場が、譲渡後、

問題がなく使用できるか、維持管理ができるかどうかを確認するための最終処分場機能検査等を実施す

ることとしておりますので、その負担金８３０万６千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。４款、１項公債費、１目利子につきましては、説明欄記載のとおり、

地方債及び一時借入金利子といたしまして、５５２万３千円を計上したいとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。５款、１項、１目予備費につきましては、５０万円を計上したいとす

るものでございます。 

 以上、歳出合計１２億７，８６２万３千円でございまして、焼却施設建設工事が本格的に始まります

ことから、平成２２年度当初予算と比較いたしまして、１１億６，９２０万８千円の増となっておりま

す。 

 続きまして、歳入についてご説明いたしますので、８ページ、９ページをお開き願います。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金、１目市町負担金は、１億５，２８９万２千円でございます。各

市町負担金は、予算総額１２億７，８６２万３千円より国庫支出金、地方債、繰越、諸収入を差し引い

たもので、各市町の負担金額は、説明欄記載のとおりでございます。各市町負担金でございますが、広

域連合運営に係る維持経費と、焼却施設建設に係る施設建設経費からなっており、維持経費につきまし

ては、前々年度までの過去３カ年平均のごみ量割により積算しております。また、施設建設経費つきま

しては、均等割１０パーセント、平成１９年から２１年までの３カ年平均のごみ量による固定ごみ量割
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９０パーセントにより積算しております。 

 次のページをお開き願います。２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目衛生費補助金、１節循環型社

会形成推進交付金でございますが、説明欄記載のとおり、交付対象事業費が１１億４，８７８万７千円

に対しまして、交付率３分の１でございますので、対象額の３億８，２９２万９千円を計上したいとす

るものでございます。 

 次のページをお開き願います。３款、１項、１目繰越金につきましては、１５０万円を計上したいと

するものでございます。 

 次のページをお開き願います。４款諸収入、１項、１目預金利子は、１，０００円でございます。２

項、１目雑入につきましても、１，０００円でございます。 

 次のページをお開き願います。５款、１項地方債、１目衛生債でございますが、説明欄記載のとおり、

一般廃棄物処理事業債といたしまして、７億４，１３０万円を計上したいとするものでございます。 

 以上、歳入合計１２億７，８６２万３千円を計上したいとするものでございます。 

 続きまして、３０ページ、３１ページをお開き願います。給与費明細書でございます。特別職、議員

と監査委員等その他の特別職の給与費の明細でございますが、平成２３年度は、２４名で、報酬５６万

７千円でございます。 

 ３２ページ、３３ページをお開き願います。債務負担行為で、平成２３年度以降にわたるものについ

ての平成２２年度末までの支出額または支出額の見込み、及び平成２３年度以降の支出予定額等に関す

る調書でございます。 

 一般廃棄物ごみ処理施設建設工事での債務負担行為の限度額は、５２億７，０００万円でございまし

て、２２年度末までの支出見込み額は５億１，５７１万８千円、平成２３年度末以降の支出予定額は４

０億９，０２９万６千円でございます。また、平成２３年度末以降の支出予定額の財源内訳は、記載の

とおりでございます。 

 ３４ページをお開き願います。地方債の平成２１年度末における現在高並びに平成２２年度末及び平

成２３年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。一般廃棄物処理事業債の平成２１年

度末における現在高は、０円でございます。平成２２年度末における現在高の見込み額は３億５，２０

０万円、平成２３年度末における現在高見込み額は、７億４，１３０万円増えまして１０億９，３３０

万円でございます。 

 以上、議案第１号の説明とさせていただきます。 

○議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 討論ございますか。 

（なしの声あり） 
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○議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

これより議案第１号を、採決をいたします。本案を可決することに、ご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第１号は可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第２号 平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算 

（第２号） 

○議  長 日程第５、議案第２号 平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○事務局長 はい。 

○議  長 事務局長。 

○事務局長 ただいま上程されました、議案第２号、平成２２年度中・北空知廃棄物処理広域連合一

般会計補正予算につきましてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、国の循環型社会形成推進交付金が、昨年１０月と今年１月に追加内示がありましたこ

とと、平成２２年度の事業費が確定いたしましたことから、必要な予算額について補正することとした

ところでございます。 

 １ページ、第１条第１項でございますが、歳入歳出の総額にそれぞれ４，５８２万２千円を減額し、

予算の総額を６億２，９０２万９千円としたいとするものでございます。 

 第２項でございますが、補正後の歳入歳出予算の款、項の区分の金額は、第１表歳入歳出予算補正に

よるところでございます。  

 第２条は、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２１３条第１項の規定により、平成２２

年度予算を平成２３年度に繰り越して使用できる経費は、第２表繰越明許費によるところとするもので

ございます。 

 第３条は、地方自治法第２９２条において準用する、同法第２３０条第１項の規定により債務を負担

させる地方債を、第３表地方債補正によるところとするものでございます。 

 ２ページから３ページは、第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 補正の内容につきましては、６ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていただ

きます。 

 続きまして、４ページをお開き願います。第２表、繰越明許費でございますが、平成２２年度予算を

平成２３年度に繰り越して使用できる経費といたしまして、３款衛生費、１項施設建設費のうち一般廃

棄物焼却処理施設建設事業につきまして、全ての事業を年度内に施工することが困難なことと、循環型

社会形成推進交付金の追加内示がありましたことから、４億８，１７１万９千円を繰越明許とするもの
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でございます。 

 第３表、地方債の補正でございますが、一般廃棄物処理事業債の限度額を３億９，２１０万円から４，

０１０万円減額して、３億５，２００万円に補正するものでございます。 

 次に、補正の内容でございますが、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳出からご説明申し上げま

すので、１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 ３款衛生費、１項施設建設費、１目焼却施設建設費でございますが、補正額４，５８２万２千円の減

につきましては、説明欄記載のとおり、焼却施設建設に要する経費の補正でございます。焼却施設建設

に要する経費につきましては、循環型社会形成推進交付金の追加内示があり、交付金対象事業が増とな

りましたが、今年度施工する建設工事におきまして、交付金の対象にならない事業が発生しなかったほ

か、入札減が生じたこと、建設予定地を無償で借り受けることができたこと、さらには、水道設備など

に対する補償費が生じなかったことなどによるもので、委託料６１万４千円、工事請負費４，２２０万

８千円、公有財産購入費２１０万円、補償補填及び賠償金９０万円、それぞれ執行残を補正するもので

ございます。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開き願います。１款分担金及び負担金、１項負担金、１目市町

負担金でございますが、補正額２，３１２万９千円の減でございます。市町負担金につきましては、交

付金対象事業に充当する額より、いわゆる単独事業に充当する額の方が多かったことから、単独事業の

減により減額することとし、９ページの説明欄記載のとおり、各市町に対して還付することといたしま

す。 

 次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目衛生費補助金でございますが、補正額１，７４０万７

千円を増につきましては、循環型社会形成推進交付金に係る歳入でございます。 

 次に、５款、１項地方債、１目衛生債でございますが、一般廃棄物処理事業債につきまして、交付金

対象事業の増と単独事業の減により、説明欄記載のとおり、通常債４，５３０万円の減、財源対策債５

２０万円の増となりまして、差し引き４，０１０万円の減でございます。 

 以上、歳入合計が４，５８２万２千円の減額となったところでございます。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。 

○議  長 説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 討論ございますか。 

（なしの声あり） 

○議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

これより議案第２号を、採決をいたします。本案を可決することにご異議ございませんか。 
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（なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第２号は、可決されました。 

 

◎ 日程第６ 議案第３号 中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃棄物処理施設 

に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一 

部を改正する条例 

○議  長 日程第６、議案第３号 中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃棄物処理施設

に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○事務局長 はい。 

○議  長 事務局長。 

○事務局長 ただいま上程されました、議案第３号、中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を一部改正する法律が、平成２２年５月１９日に公布され、政令

で定める日から施行されることとなっておりましたが、今般、法律の施行期日を平成２３年４月１日か

らとする政令が公布されたところでございます。この条例は、改正法において規定の追加による条項の

移動に伴い、必要となる条文中の文言整理を行うため、中・北空知廃棄物処理広域連合が設置する一般

廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例を改正したいとするものでご

ざいます。 

 条例案の概要でございますが、次のページの新旧対照表によりご説明申し上げます。 

 第１条でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条項繰り下がりに伴う所要の文言整理

でございます。また、施行期日でございますが、附則におきまして、改正法の施行に合わせ、平成２３

年４月１日からとしたいとするものでございます。 

 以上、議案第３号の説明とさせていただきます。 

○議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 討論ございますか。 

（なしの声あり） 

○議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 
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これより議案第３号を、採決をいたします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

○議  長 ご異議なしと認めます。 

 よって議案第３号は、可決されました。 

 

◎ 日程第７ 報告第１号 監査報告について 

報告第２号 例月現金出納検査報告について 

○議  長 日程第７、報告第１号 監査報告について、報告第２号 例月現金出納検査報告につい

て、２件を一括議題といたします。 

 監査報告及び例月現金出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。 

これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  （なしの声あり） 

○議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第１号及び第２号の２件は、いずれも報告済みといたします。 

 

   ◎閉会宣告 

○議  長 本定例会に提案されました、議案の審議はすべて終了いたしました。 

 これにて、平成２３年第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会を閉会いたします。 

 

午前１１時２９分 閉 会 
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